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等の解説であり、必ずしもこれによらなければならないというものではない。 

２．本書は、主に鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の調査方法について解

説している。木造に関して具体的な調査項目などは収録していないものの、法令の解説、調査

の流れ、手順などは参考にできると考えられる。 

３．法令の条番号を示す場合には、略語表記としている。本書において使用している略語は、次

のとおり。 

建築基準法     ⇒ 法 

建築基準法施行令  ⇒ 令 

建築基準法施行規則 ⇒ 規則

建築基準関係規定  ⇒ 関係規定 

平成〇年〇月〇日建設省告示第〇号    ⇒ H〇建告第〇号 

平成〇年〇月〇日国土交通省告示第〇号 ⇒ H〇国交告第〇号 

４．法文の条番号については、原則「第」を付して表記しているが、図表においては簡素化のた

め、記載を省略している箇所がある。 

５．法令の号番号は、原則、法令の記載のとおり漢数字表記としているが、図表については簡素

化のため、アラビア数字表記としている箇所がある。 

６．本書に記載している法令改正の時期は、法令の公布日ではなく、原則改正後の法令の効力が

発動する施行日を示している。 

７．本書の記事は、令和 6年 4月１日時点で施行される法令に基づく。 

８．第１版第２刷では、令和 6年 12 月 6 日に国土交通省より公表された「既存建築物の現況調

査ガイドライン（第１版）」の内容に基づく加筆・修正を行った。 
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都市計画法 第 29 条第 1項，第 2項 開発行為の許可 

第 35 条の 2第 1項 変更の許可等 

第 41 条第 2項（同法第

35 条の２第４項において

準用する場合を含む。） 

都道府県知事の許可 

第 42 条 開発許可を受けた土地における建築等の

制限 

 第 43 条第 1項 開発許可を受けた土地以外の土地におけ

る建築等の制限 

第 53 条第 1項（都市再生

特別措置法第 36 条の 4の

規定により読み替えて適

用する場合を含む。） 

建築の許可 

特定空港周辺航空機騒音対

策特別措置法 

第 5条第 1項～第 3項 

(第 5 項による準用含) 

航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音

障害防止特別地区内における建築の制限

等 

自転車の安全利用の促進及

び自転車等の駐車対策の総

合的推進に関する法律 

第 5条第 4項 自転車等の駐車対策の総合的推進 

浄化槽法 第 3条の 2第 1項 浄化槽によるし尿処理等 

特定都市河川浸水被害対策

法 

第 10 条 排水設備の技術上の基準に関する特例 

高齢者，障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法

律 

第 14 条第 1項～第 3項 特別特定建築物の建築主等の基準適合義

務等 

都市緑地法 第 35 条 緑化率 

第 36 条 一の敷地とみなすことによる緑化率規制

の特例 

第 39 条第 1項 地区計画等の区域内における緑化率規制 

建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 

第 11 条第 1項 特定建築物の建築主の基準適合義務 

  

第１章 建築基準法の概要 

 
 

１．２ 用語の説明  

本書で使用している用語の意味を以下に示す。 

用語 意味 

「「国国土土交交通通省省ガガイイドド

ラライインン」」  

令和 6 年 12 月に国土交通省より公表された「既存建築物の現況調査ガイド

ライン（第 1版）」をいう。（新ガイドライン）。なお，「検査済証のない建築

物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガ

イドライン（平成 26 年 7月）」。（旧ガイドライン）は，新ガイドラインの公

表に合わせ廃止された。 

「「ガガイイドドラライインン調調

査査」」  

「新ガイドライン」に基づき実施する法適合状況調査。  

「「法法適適合合状状況況調調査査」」  依頼者から委託を受けた建築士が，建築当時の建築基準関係規定の全部又は

一部への適合状況を調査すること。旧ガイドライン調査においては，依頼者

又は，委託を受けた建築士から提出を受けた図書に基づき，指定確認検査機

関が，建築当時の建築基準関係規定の全部又は一部への適合状況を調査する

こととされていた。 

「「依依頼頼者者等等」」  建築物の所有者又はその承諾を得た建築物の購入予定者，これらの代理者で

調査者に法適合状況調査を依頼する者。代理者としては，依頼者に代わって

図面等の調査資料を準備する建築士を含む。 

「「現現況況調調査査のの実実施施

者者」」  

依頼者等の依頼に応じて，それぞれ資格要件の範囲で調査を実施する。一級

建築士，二級建築士又は木造建築士。 

「「調調査査者者」」  旧ガイドライン調査において，法適合状況調査を実施する指定確認検査機関

のこと。 

「「既既存存図図書書」」  

「「既既存存図図」」  

旧ガイドライン（p9）の既存図書一覧に列挙される図書。 

また，本書においてはこれら以外に第４章 4.2.1 に示す図書を指す。 

「「照照合合調調査査」」  既存図書と現地の建築物の状況を照合する作業のこと。 

意匠，設備，構造に関する照合があり，構造に関する照合においては，非破

壊調査，破壊調査を含む。 

「「復復元元図図」」  

「「復復元元図図面面」」  

「「復復元元図図書書」」  

照合調査により，確認済証に添付された図書の他，既存図書と現地との間に

不整合がある場合，当該部分について現状に基づき復元した図書。規模に応

じて復元構造計算書の復元を含む。 

「「図図上上調調査査」」  国土交通省ガイドラインに定義される，依頼者より提出された図書に基づ

き，調査者が，建築当時の建築基準法等への適合状況などについて図面上の

調査を行うこと。 

「「現現地地調調査査」」  国土交通省ガイドラインに定義される，調査者が依頼者より提出された図書

と現地との照合を行うこと。 

「「基基準準時時」」  法第 3 条第 2 項の規定により令第 137 条に列挙される規定の適用を受けな

い建築物について，法第 3条第 2項の規定により引き続きそれらの規定の適

用を受けない期間の始期のこと。  
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４．１．３ 調査の実施者の選定・復元図書の要否 

（１） 調査の実施者 

調査の流れは「依頼内容の整理」「既存図書の収集・履歴の整理」「都市計画情報の確認」「現存

図書と現地の照合」「復元図書の作成」「報告書の作成（判定）」といった手順に分かれる。誰がど

の手順の部分を担当するのか，調査の目的に応じて調査の実施者を選定する。以下のようなケー

スが想定される。 

    

ケース１： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，既存図書と現

地の建築物の照合作業を行い，法適合性の判定まで一貫して行う場合。 

 

ケース２： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，専門の調査会

社が既存図書と現地の建築物の照合作業を行い，その結果をもって建築士が法適

合性の判定を行う場合。 

 

ケース３： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，専門の調査会

社が既存図書と現地の建築物の照合作業を行い，その結果をもって既存建築物の

扱いに精通した第三者が判定を行う場合。 

 

表 4.2 調査の手順と実施者 

  ケース１ ケース２ ケース３ 

依頼内容の整理 建築士 建築士 建築士 

既存図書の収集 

履歴の整理 

   

都市計画情報の確認    

現存図書と現地の照合  建築士 

専門の調査会社 

建築士 

専門の調査会社 復元図書の作成  

報告書の作成（判定）  建築士 第三者機関 

 

（２） 復元図書※ 

 復元図書については，できるだけ作成することが望ましいが，ケース１又はケース２の場合は，

調査の目的によっては，作成しない場合がある。例えば 2～3週間程度で報告書をまとめることの

多いエンジニアリング・レポートの作成では，一般的に検査済証交付時点の状況と現況との目視

照合のみによって調査し，復元図書を作成せず判定を行う。 

本書では「４．２」にて，建築士が依頼内容の整理から復元図書を作成し判定まで行う方法を

解説している。「４．３」では，ガイドライン調査について解説している。 

 

※新ガイドラインでは，直近の建築等の工事に係る確認申請書の副本の添付図書がない場合，建

築物を実測・調査して現況の図面（復元図書）を作成することとされている。 

  

    

第４章 調査方法 

 
 

表 4.3 各調査の特徴 

種類 目的 内容 特徴 

建
築
士
に
よ
る
調
査 

既
存
図
書
の
み
に
よ
る
場
合 

・証券化対象不

動産の鑑定評

価や，売買時

のエンジニア

リング・レポ

ート等 

・保有建築物の

遵法性確保 

など 

現況の建築物に対

する概略的な法適

合状況の把握。復

元図書を作成せ

ず，既存図書のみ

に基づき調査 

・迅速に行うことができる。 

・調査に係る費用を抑えることができる。 

・採光・換気・排煙計算（ALVS 計算）など，計

算しなければ判断できない項目等については

「不明」となる可能性がある。 

・配筋状況等，隠ぺい部の既存図書がない場合

には適否を判断できない可能性がある。 

・調査精度が，調査する建築士の技量に左右さ

れる。 

復
元
図
書
を
作
成
す
る
場
合 

・確認申請のた

めの既存不適

格調書作成 

・耐震診断 

など 

現況の建築物に対

する詳細な法適合

状況の把握。現況

に則した法的情報

を明示した復元図

書を作成し調査 

・ALVS 計算等についても，現況に基づいて計算

を行う場合，より正確な法適合性の判断が可

能。 

・復元図書を作成した報告書は，増築等や用途

変更の確認申請における基礎資料（既存不適

格調書）として活用できる場合がある。 

・配筋状況や設備等の隠ぺい部に係る判定を行

うことができる。 

・復元図書の作成に，配筋状況や，設備等の隠

ぺい部の調査が必要になり労力・時間・費用

を要する。 

既
存
建
築
物
の
扱
い
に
精
通
し
た 

第
三
者
を
活
用
し
た
調
査 

・遵法性調査 

など 

依頼者等が現況に

則した復元図書を

作成し，既存建築

物の扱いに精通し

た第三者が法適合

状況を判定する 

・ALVS 計算等の確認が必要な規定についても，

現況に基づいて計算を行うため，法適合性の

判断が可能。 

・既存建築物の扱いに精通した第三者が判定す

るため，建築基準法等に対する詳細かつ網羅

的で客観性の高い判定が期待できる。 

・依頼者等による復元図書の作成に多くの労

力・時間・費用を要する。 

・配筋状況等の破壊調査が必要になる。 

・調査結果によっては，増築等や用途変更が達

成できない場合もある。 
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４．１．３ 調査の実施者の選定・復元図書の要否 

（１） 調査の実施者 

調査の流れは「依頼内容の整理」「既存図書の収集・履歴の整理」「都市計画情報の確認」「現存

図書と現地の照合」「復元図書の作成」「報告書の作成（判定）」といった手順に分かれる。誰がど

の手順の部分を担当するのか，調査の目的に応じて調査の実施者を選定する。以下のようなケー

スが想定される。 

ケース１： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，既存図書と現

地の建築物の照合作業を行い，法適合性の判定まで一貫して行う場合。 

ケース２： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，専門の調査会

社が既存図書と現地の建築物の照合作業を行い，その結果をもって建築士が法適

合性の判定を行う場合。 

ケース３： 依頼者から依頼を受けた建築士が，既存図書や改修履歴を整理し，専門の調査会

社が既存図書と現地の建築物の照合作業を行い，その結果をもって既存建築物の

扱いに精通した第三者が判定を行う場合。 

表 4.2 調査の手順と実施者 

ケース１ ケース２ ケース３ 

依頼内容の整理 建築士 建築士 建築士 

既存図書の収集 

履歴の整理 

都市計画情報の確認 

現存図書と現地の照合 建築士 

専門の調査会社 

建築士 

専門の調査会社 復元図書の作成 

報告書の作成（判定） 建築士 第三者機関 

（２） 復元図書※ 

復元図書については，できるだけ作成することが望ましいが，ケース１又はケース２の場合は，

調査の目的によっては，作成しない場合がある。例えば 2～3週間程度で報告書をまとめることの

多いエンジニアリング・レポートの作成では，一般的に検査済証交付時点の状況と現況との目視

照合のみによって調査し，復元図書を作成せず判定を行う。 

本書では「４．２」にて，建築士が依頼内容の整理から復元図書を作成し判定まで行う方法を

解説している。「４．３」では，ガイドライン調査について解説している。 

※新ガイドラインでは，直近の建築等の工事に係る確認申請書の副本の添付図書がない場合，建

築物を実測・調査して現況の図面（復元図書）を作成することとされている。 

第４章 調査方法

表 4.3 各調査の特徴 

種類 目的 内容 特徴 

建
築
士
に
よ
る
調
査 

既
存
図
書
の
み
に
よ
る
場
合 

・証券化対象不

動産の鑑定評

価や，売買時

のエンジニア

リング・レポ

ート等

・保有建築物の

遵法性確保

など 

現況の建築物に対

する概略的な法適

合状況の把握。復

元図書を作成せ

ず，既存図書のみ

に基づき調査 

・迅速に行うことができる。

・調査に係る費用を抑えることができる。

・採光・換気・排煙計算（ALVS 計算）など，計

算しなければ判断できない項目等については

「不明」となる可能性がある。

・配筋状況等，隠ぺい部の既存図書がない場合

には適否を判断できない可能性がある。

・調査精度が，調査する建築士の技量に左右さ

れる。

復
元
図
書
を
作
成
す
る
場
合 

・確認申請のた

めの既存不適

格調書作成

・耐震診断

など

現況の建築物に対

する詳細な法適合

状況の把握。現況

に則した法的情報

を明示した復元図

書を作成し調査 

・ALVS 計算等についても，現況に基づいて計算

を行う場合，より正確な法適合性の判断が可

能。

・復元図書を作成した報告書は，増築等や用途

変更の確認申請における基礎資料（既存不適

格調書）として活用できる場合がある。

・配筋状況や設備等の隠ぺい部に係る判定を行

うことができる。

・復元図書の作成に，配筋状況や，設備等の隠

ぺい部の調査が必要になり労力・時間・費用

を要する。

既
存
建
築
物
の
扱
い
に
精
通
し
た 

第
三
者
を
活
用
し
た
調
査 

・遵法性調査

など

依頼者等が現況に

則した復元図書を

作成し，既存建築

物の扱いに精通し

た第三者が法適合

状況を判定する 

・ALVS 計算等の確認が必要な規定についても，

現況に基づいて計算を行うため，法適合性の

判断が可能。

・既存建築物の扱いに精通した第三者が判定す

るため，建築基準法等に対する詳細かつ網羅

的で客観性の高い判定が期待できる。

・依頼者等による復元図書の作成に多くの労

力・時間・費用を要する。

・配筋状況等の破壊調査が必要になる。

・調査結果によっては，増築等や用途変更が達

成できない場合もある。
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４．１．４ 制約事項の明確化 

既存建築物の調査は，既に建築物として竣工しているため，調査できる範囲が限られるなどの

制限が多く，すべてを明らかにすることが困難な場合が多い。そのため，以下のような調査の範

囲の制限や，調査の限界があることを依頼者に事前に説明し，合意を得て行うことが望ましい。 

 

・構造耐力規定（建築基準法第 20 条）の適合性を調査する場合，構造躯体の破壊調査が必要

になる場合があること。調査できない場合には，判定できず「不明」となる可能性があるこ

と。 

・構造躯体の破壊調査が実施できる場合においても，全数調査は困難であるため，建築物全体

の法適合性の判定は，調査出来た部分の結果をもとに，類推，推認したものとならざるを得

ないこと。 

・調査の結果は，提出を受けた図書及び現地にて立ち入りが可能であった範囲に限るものであ

り，調査後に新たな事実が判明した場合には，判定が変わる場合があり得ること。 

・調査結果は，施工不良及び瑕疵がないことを保証するものではないこと。 

・行政庁による許可・認定に係る適合性は判定することができないこと。 

・調査結果は現時点の状況を示すものであり，今後，法令改正によって既存不適格になる場合

があり得ること。 

・提出された資料が真正であることを前提にしていること。 

 

既存建築物の調査においては，上記以外にも以下のような留意事項があるため，依頼を受ける

前に合意を得ておく。 

 

・調査の結果，法令に不適合な状態であると判明する場合があること。また，是正が困難な場

合があること。 

・調査の結果，不適合が判明した場合には，特定行政庁から違反建築物に対する指導等を受け

る可能性が生ずること。 

・調査の結果，今後の改修工事の際，遡及適用される現行規定に適合させることが困難な事項

が判明する可能性があること。 

 

  
    

第４章 調査方法 

 
 

４．１．５ 報告内容の確認 

報告書は，法適合性の判定だけでなく，調査に使用した図書，建築物概要，都市計画情報，既

往工事の履歴など，様々な情報を一元的に記録し，法適合性の判定に至った前提条件等を明確に

する。依頼者とは認識の齟齬が生じないよう報告書の雛形を提示するなどして，最終成果物の共

通認識を得て調査を実施することが望ましい。 

報告書は，不動産の売買に伴い，依頼者以外に流通する可能性があることから，以下のような

使用方法や制約事項を明示しておくと良い。   

・報告書は，全体を示す形でなければ調査結果を正確に伝達することができないため，一部を

抜粋して使用しないこと。 

・報告書は，建築物の情報がすべてを網羅されているとは限らず，隠蔽部など確認されていな

い箇所が存在する可能性があること。 

・調査後に判明した事実などにより，法的状況が異なるものとなる可能性があること。 

・報告書の役割は，調査者による確認可能な範囲での，客観的な意見を述べたものにすぎず，

確認済証又は検査済証などの公的な証明書の代わりになるものではないこと。 

・報告書は調査時点におけるものであり，その後において継続的に報告書の内容の有効性を保

証するものではないこと。 

 

表 4.4 報告書の構成例 

  

第第１１章章  調調査査概概要要  

 １．調査方針 

２．調査対象（対象建築物，対象法令） 

３．調査方法（図上調査，現地調査） 

  

第第２２章章  物物件件概概要要  

 １．建築物及び敷地に関する概要 

２．建築物別概要 

３．建築確認等の手続き状況 

４．定期報告 

  

第第３３章章  調調査査結結果果  

 １．既存図書と現況との整合性 

２．建築基準法への適合状況 

３．その他関係法令への適合状況 

４．現地調査写真 

  

第第４４章章  躯躯体体のの劣劣化化状状況況  

 １．劣化状況の判定 

 

第第５５章章  現現地地写写真真 
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４．２ 調査方法・手順 1)3)4)   

  ここからは，具体的な調査の手順について解説する。 

下表は，調査開始から報告書作成までを依頼を受けた建築士が一貫して行う手順の一例を示

している。第三者を活用した調査を行う場合には「４.２.６報告書の作成」は既存建築物の判

定に精通した第三者が行うことになる。 

 

       表 4.5 調査フロー 

 4.2.1 既存図書の収集  

 ↓ 

 4.2.2 履歴の整理  

  （１）既往工事の履歴  

  （２）法手続きの履歴  

  （３）法定点検の履歴  

 ↓ 

 4.2.3 都市計画情報等の確認  

  （１）地域地区等の確認  

  （２）前面道路の確認  

 ↓ 

 4.2.4 既存図書と現地との照合  

  （１）法適合性の事前確認  

  （２）集団規定に関する照合  

  （３）意匠・設備関係規定に関する照合  

  （４）構造耐力規定に関する照合  

  （５）照合結果の記録・整理  

 ↓ 

 4.2.5 復元図書の作成  

  （１）意匠図・設備図の復元  

  （２）構造図・構造計算書の復元  

 ↓ 

 4.2.6 報告書の作成  

  （１）調査の概要  

  （２）敷地・建築物の概要，手続き状況  

  （３）整合状況  

  （４）法適合状況の判定  

  （５）劣化状況  

  （６）写真帳  

  

第４章 調査方法 

 
 

４．２．１ 既存図書の収集 

 建築物の所有者又は管理者等から，既存図書を入手する。 

既存建築物の調査では，過去の法手続に係る図書や，改修工事の図書，定期報告関係の図書，

登記関係図書など，図書の量が膨大になることが多い。これらの図書は一通り目を通した後，調

査内容や目的に応じて，必要図書を過不足なく選定する。 

報告書には，法適合性の判定に至った前提条件を示すため，調査に使用した図書等を明示する。 

  

表 4.6 法適合状況調査の資料となる主な既存図書 

図書の名称 内容・確認する内容 

行政との協議書 法適合状況の判定に影響する取扱いについて記録されている

もの。 

行

政

窓

口

で

入

手 

建築台帳記載証明 確認済証，検査済証の交付有無について記録されている。確

認済証，検査済証の交付を受けていないのか，交付を受けた

ものの紛失したのかが判別できるため，必ず確認を行う。 

建築計画概要書 建築物の概要や検査等の履歴が記載されたもの。 

都市計画証明 都市計画道路等の都市計画施設や，用途地域の境界線の位置

など，都市計画の内容を行政が証明するもの 

開発登録簿 都市計画法第 46 条による開発登録簿。 

開発許可を受けた土地の許可の概要が記された帳面。 

道路台帳 道路法第 28 条により道路管理者が調製し保管している道路

の調書・図面 

下水道台帳 下水道法第 23 条により公共下水道管理者が調製し保管して

いる調書・図面 

登記簿謄本（土地・建物） 土地・建物の所有者，土地・建物の概要，建築履歴などが記

載されているもの 

建

築

確

認 

関

係 

確認申請書およびそれに添付

された図書（建築物，建築設備，

工作物） 

新築，増築，大規模の修繕，大規模の模様替，用途変更に係る

確認申請図書。計画の変更を含む。建築主事又は指定確認検

査機関が，建築基準関係規定への適合性を確認した図書。 

計画変更確認申請書およびそ

れに添付された図書（建築物，

建築設備，工作物） 

防災計画書 5)6)7)8) 

防災評定書 

< 防災計画書 > 

建築基準法令・消防法令の機械的な適用に留まらない，避難

施設・消防用設備等を含む総合的，有機的な防災計画と共に，

設計者の防災対策の計画意図を管理上十分に反映させるた

め，防災計画書を作成することが，高層建築物，大規模建築

物，複合用途建築物，地下街等について必要とされた。（通達

S47 住指発 389 号，通達 S56 住指発第 190 号，通達 S57 住防

発第 16 号） 

< 防災評定書 > 

防災計画書について，日本建築センターに設置された建築防

災計画評定委員会の審査を受けたもの。（通達 S56 住指発第

190 号） 

地方分権推進法の施行（H12.4.1）に伴い，上記の通達は廃止

され，防災計画書の作成が必要とされていた建築物について，

必ずしもその作成が必要とされないこととなった。（H13 国住

総第 15 号） 

確認通知書・確認済証（建築物，

建築設備，工作物） 

新築，増築，大規模の修繕，大規模の模様替，用途変更。計画

の変更に係るもの。 

中間検査合格証 特定工程（基礎の配筋工事，2階床・梁の配筋工事，1階の鉄

骨建て方工事など）の検査に係る合格証。 
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４．２．５ 復元図書の作成 

 現地で判明した不整合箇所について，法適合調査後に増築等の改修設計が予定されている場合

には，現況に即した図面が必要になる。復元図書を作成することは，正確な法適合性の判定を行

ううえで，重要な作業となる。ここでは，復元図書の作成時に明示する情報等について説明する。

なお，調査の活用目的によっては，現況に即した復元図書を作成せず，法適合性の判定を行い，

報告書をまとめることもある。 

 

（１）意匠図・設備図の復元 

 復元図書は，建築物の現況に即して作図するだけでなく，建築当時の法的情報又は現行規定の

法的情報のいずれかを，復元図書上に明示する。建築当時又は現行のいずれの法的情報を明示す

るかは，報告書の使用目的により決定する。 

確認申請時に求められる意匠・設備関係規定の一般的な明示事項を整理した。特に，計算によ

る確認が必要な規定（採光・換気・排煙窓等に関する規定）については，現況に即した計算を行

わなければ適合性を判断することが難しい。 

意匠図の復元にあたっては表 4.18，設備図の復元にあたっては表 4.19 を参考に，適宜該当す

るもの又は必要なものを明示する。  

第４章 調査方法 

 
 

表 4.18 意匠に関する主な復元図書への明示事項の例 

図書の種類 明示事項の例（該当するもの又は必要なものを適宜明示する） 

付近見取図 ・方位，道路，目標となる地物，敷地の位置 

・建築物周囲の状況 

配置図 ・縮尺，方位 

・敷地境界線，建築物の位置，調査対象建築物と他の建築物との別 

・建築物の外壁の位置，延焼のおそれのある部分 

・建築物から敷地境界線（道路・隣地）までの離隔距離 

・前面道路の位置，中心線，幅員，種類，接道長さ，前面道路の境界部分の高低

差 

・敷地が接する又は前面道路の反対側にある公園，広場，川，水面，線路敷等の

位置・幅 

・制限の異なる区域の境界線（用途地域／指定建蔽・容積率／防火地域指定／道

路斜線勾配等） 

・特例容積率適用地区，高層住居誘導地区，高度地区，高度利用地区，都市再生

特別地区，居住環境向上用途誘導地区，特定用途誘導地区，特定防災街区整備

地区，景観地区の境界線 

・壁面線（法第 47 条，法第 52 条第 12 項），都市計画による外壁後退距離の限度

の線（法第 54 条） 

・特定街区，都市再生特別地区，居住環境向上用途誘導地区，特定防災街区整備

地区，景観地区による壁面制限の位置 

・門又は塀の位置，高さ，構造方法 

・擁壁，看板，その他の工作物の位置，高さ，構造 

・土地の高低，地盤面の異なる区域の境界線 

・建築物の各部分の高さ（地盤面，前面道路の路面の中心から） 

・開口部の採光に関する水平距離 

・敷地内の通路 

・下水管，下水溝，ためます等の位置・排出経路，処理経路 

・敷地内通路の構造，移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造（バリア

フリー法） 

・車いす使用者用駐車施設の位置，寸法（バリアフリー法） 

各階平面図 ・縮尺，方位 

・間取（壁，柱，開口部の位置），各室の用途・床面積 

・外壁，袖壁，塀等の位置・高さ 

・延焼のおそれのある部分  

・容積算定緩和部分（自動車車庫，蓄電池，自家発電設備，貯水槽，宅配ボック

ス）の位置 

・採光，避難，換気，排煙に関する窓等の位置・有効面積等  

・地階における住宅等の居室に関する開口部，換気設備等の位置  

・歩行距離・重複距離，廊下の幅 

・階段，傾斜路，踊り場，手すりの位置・構造 

・特別避難階段の階段室，バルコニー，付室の構造（開口部，窓・出入口・床面

積） 

・大規模物販店舗の避難階段，特別避難階段の出入口の幅 

・避難階の屋外への出口の位置（大規模物販店舗の場合，位置・出口の幅），施

錠装置の構造 

・落下の危険性がある部分に設ける手すり壁，さく，金網の位置・高さ 

・非常用進入口・代替進入口の位置・構造 

・防火区画の位置・区画面積，防火設備の位置・種類・構造 

・防火壁・防火床，界壁，防火上主要な間仕切壁の位置・構造  

・排煙対応（排煙窓／自然排煙設備／機械排煙設備／H12 建告第 1436 号／令第

126 条の 2）の種別 

・防煙区画の位置・構造・区画面積 
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図 4.4 既往工事の履歴（再掲） 

  

（３）整合状況 

建築物や敷地の諸元について，建築当時の状

況と現況との整合状況に対する考察を記載す

る。項目は，法第 2条・令第 1条（用語の定義），

令第 2 条（面積，高さ等の算定方法）等を参考

にするとよい。 

これらの基本事項について，法手続きを受け

た状況から変更が生じていると，各規定の判定

に影響し，適用されるべき規定が変わる場合が

ある。 

不整合であっても，現況が規定に適合してい

る場合もあるため，ここでは法適合性の判定は

せず，「整合」「不整合」「不明」などの整合状況

の結果と考察だけを示す。 

 

 

 

 

 

第４章 調査方法 

 
 

（４）法適合状況の判定 

これまでの調査結果を基に，建築基準法等の

対象とした法令の各規定に対する法適合状況の

判定を行う。法適合状況の判定は，建築士の区

分に応じ，それぞれの設計又は工事監理が可能

な建築物について行う。 

 

 

判定が「既存不適格」の場合，後の遡及要否

の判断に必要となるため，基準時も記録する。 

調査の限界により，調べることができない部分は，やむなく判定を「不明」とする。 

 

ⅰ）現行基準か，建築当時の基準か 

判定の手順は，建築時点の基準に照らして判断することが基本であるが，効率性の点から，

現行基準に照らした後，現行基準に適合しない規定とその部分について，建築時点（新築後に

増改築，大規模の修繕・模様替，用途変更のいずれかがあれば，その時点）に遡って，当時の

基準に照らして判断する方法がある。この方法による場合，「適合」「不適合」だけでなく，

「既存不適格」も判定することができる(※)。 

一方，最初から建築当時の基準に照らして判断する場合，建築当時の「適合」「不適合」を

精度よく把握できるものの「既存不適格」の把握には，各規定の改正履歴の確認が必要にな

る。 

(※)この方法による場合，建築当時「不適合」であったが，法令の緩和又は小規模の修繕等により「適合」となったケー

ス等について，当初の「不適合」を把握できないおそれがある。しかし，現在において不適合（≒違反）の実体はなくな

っているため，特段に支障は生じていないともいえる。 

  

    

「適合」 ：現行の規定に適合する場合。 

「既存不適格」：現行規定に適合しないが，建

築当時(増築等を含む)の規定

に適合する場合。 

「不適合」 ：現行規定に適合せず，建築当

時(新築時，増築等時)の規定

にも適合しない場合。 

「不明」 ：調査の限界等により，判定で

きない場合。 
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ⅱ）規定ごとに，部分ごとに 

建築物の法適合状況は，新築時は一様に適合の法的状況である（でなければならない）が，

月日の経過と共に，法令改正により既存不適格になる部分や，改修により不適合化した部分な

ど，法適合状況はまだらになっていく。 

建築物の各部分に対する，法適合状況の判定は，「規定ご

とに，それに係る部分ごとに判断する」ことが原則になる。

例えば，ある部分(部分 A)が，ある規定(規定 B)について「不

適合」であるからといって，規定 B 以外の規定についても

一律に不適合となるわけではない。「適合」となる規定もあ

れば，「既存不適格」となる規定もある。規定ごと，部分ご

とにそれぞれ判定を行う。 

なお，調査後の改修計画における対応についても，法第 3

条や法第 86 条の 7等の規定に基づき，規定ごとに，それに係る部分ごとの対応が原則と考えら

れる。ただし，不適合事項に対する対応は，特定行政庁に確認することが望ましい。 

図 4.5 法適合状況の変化と今後の適用 

ⅲⅲ））建建築築当当時時のの法法のの適適用用関関係係にによよっってて  

過去に改修が行われた建築物の場合，法第 3 条や法第 86 条の 7，法第 87 条といった法の適

用関係を定めた規定を基に，増築等又は用途変更等の時点で，いつの基準が適用されるのかを

確認する必要がある。このとき，法の適用関係を定めた規定も数次の改正を経ているため，改

修当時の法の適用関係を定めた規定に照らして判断しないと判定を誤ってしまう。 

特に「構造耐力規定に対する制限の緩和」「大規模の修繕，大規模の模様替での集団規定の不

遡及」「部分適用制度」が施行される以前(平成 17 年 6 月 1 日以前)の建築物や，令和 6 年 4 月

改正による制限の緩和の拡充以前の建築物に対する過去の増築等や用途変更時の遡及要否の判

断に，これらの後に設けられた緩和を適用して判断すると，判定を誤る可能性があるため留意

が必要である。 

法の適用関係を定めた規定の変遷は，第３章「3.3 法の適用関係を定めた規定の変遷」に整

理している。 

法令改正による新たな基準は，
原則，改正後の工事着手日から
適用される。工事着手日は，固
定資産税の課税証明や，航空写
真，市町村の地図，電力会社等
との契約や，登記簿謄本等を元
に推定する場合もある。 

第４章 調査方法

図 4.6 法の適用関係の違いとその結果 

ⅳ）基準時を基に 

既往工事に対する，法第 86 条の 7に基づく遡及適用の緩和には，政令で定める一定の範囲内

の増築等の制限が設けられている。この一定の範囲内かどうかの基準は，改修直前の時点では

なく，既存不適格となった時点（基準時）となる。改修直前の状況に対しては一定の範囲内で

あっても，基準時以降の改修の累積が制限の範囲を超えてしまう場合には，既存不適格とされ

ていた部分について改正後の規定が適用（遡及）される。20)21)22)

図 4.7 政令で定める範囲の基準 

ⅴ）本来満たすべき基準を前提に 

例えば，法第 27 条や法第 61 条等の規定では，用途，規模，地域に応じて，耐火建築物や準

耐火建築物とすべきことが定められている。一方，防火区画，歩行距離，内装制限などの規定

は，主要構造部の耐火構造等の種別に応じて制限の基準が異なる。 

実際の建築物を調査してみると，本来満たすべき耐火構造等とすべきところ，耐火被覆され

ていないなど，耐火構造を満たしていない場合も多い。このような場合に，耐火構造等の種別

により制限が変わる規定については，本来満すべき耐火構造等であることを前提に判定するこ

とが合理的である。現況の耐火構造等の種別を基に判定することは，本来満たすべき構造に則

していないため適切な判定にならない。 
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図 4.8 構造種別により適用される基準の違い 

Ⅵ）確認申請図書との整合性により 

国土交通省ガイドラインに示される調査の解説では，確認申請書に添付された図書は，その

範囲において当時の基準に適合していると判断できると示されている。確認申請書に添付され

た図書と現況との整合性により，法適合性を判断する方法といえる。 

判定の手順としては，確認申請書に添付された図書と不整合な部分について法文に照らして

判断をする手順，又は法文に照らして明確に適合であると判断できない場合に，確認済証に添

付された図書との照合によって判定する手順のどちらも考えられる。 

国土交通省ガイドラインより一部抜粋 （国土交通省ガイドライン p7） 

ア）直近の建築等の工事に係る確認申請書の副本の添付図面※１がある場合

当該図面は建築基準関係規定に適合していることについて確認済証の交付を受けた建築計画の

図面であるため、直近の建築等の工事の着手時の規定への適合状況の調査に活用することがで

きます。さらに、既存不適格である可能性のある規定以外の規定については、現行の規定への

適合状況の調査にも活用することができます。 

当該図面と現地の計画建築物を照合することにより、計画建築物の建築基準法令の規定への適

合状況を調査します。 

※１ 確認申請書の副本に添付された図面と同等の図面として、次に掲げる図面も活用ができます

・ 設計住宅性能評価申請書の副本の添付図面

・ 建設住宅性能評価申請書の副本の添付図面

・ 長期優良住宅計画等認定申請書の副本の添付図面

・ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）融資の申請書の添付図面

第４章 調査方法

図 4.9 確認申請図書との照合による調査

（５）劣化状況

構造躯体について現地を調査した際に確認された躯体の劣化状況を記録する。構造躯体に著し

い劣化が生じている箇所があれば，写真と共に状況を詳しく記す。 

また，劣化状況に対する調査者の所見も記載する。 

（６）写真帳

建築物の状況を示すために，現地の状況を写真により記録する。特に，法適合性の判定につい

て「不適合」「既存不適格」「不明」となる部分や，特殊な事情を考慮した部分については，説明を

付し，記録する。 
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４．３ ガイドライン調査 

４．３．１ 国土交通省ガイドライン 1)18)

既存建築物のストックの有効活用の円滑化を図ることを目的に，増築等を行おうとする既存建

築物及びその敷地について，建築確認・検査で適合性を確認する建築基準法関係規定のうち，建

築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順，方法，既存建築物の緩和が適用されるこ

との確認方法並びに確認申請における活用を想定した調査報告書の作成方法を示す「既存建築物

の現況調査ガイドライン（第 1版）」（以下，「新ガイドライン」という。）が令和 6年 12 月に国土

交通省より公表された。 

 当該ガイドラインの公表に伴い「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建

築基準法適合調査のためのガイドライン(平成 26 年 7 月)」（以下，「旧ガイドライン」という。）

は廃止されることとなった。 

 新ガイドラインでは，当該ガイドラインに則って作成された調査報告書は，増築等の確認申請

を行う際の既存部分の法適合状況を確認するための資料として確認申請図書として活用する旨や，

既存建築物の緩和を適用する際に添付する「既存不適格調書」として活用することができる旨が

示されている。 

国土交通省ガイドライン：「既存建築物の現況調査ガイドライン（第 1版）」 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847401.pdf 

参照 
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第４章 調査方法

４．３．２ 新ガイドラインと旧ガイドライン 

 本章の「4.2 調査方法・手順」では，依頼を受けた建築士が，既存図書の収集から報告書作成ま

でを一貫して行う手順の一例を示している。 

 新ガイドラインでは建築士が一貫して調査を行い，その結果既存不適格である規定を除く「不

適合」の判定となった規定及び「不明」となった箇所については，現行の建築基準法令の規定に

適合させる旨が示されている。 

新ガイドラインに則り増築等の計画を進めれば，検査済証がない場合や直近の工事の着手時が

特定できない場合であっても，計画全体を現行の建築基準法令の規定に適合させることで新たな

確認申請・検査を行うことが可能となる。（令和６年 12 月６日国住指第 318 号 既存建築物の確

認審査等の円滑な運用について（技術的助言）） 

 これに対し，旧ガイドラインでは依頼者（委任を受けた建築士を含む）による作業と，調査者

（依頼者の用意した調査資料を基に判定を行う者）である指定確認検査機関による報告書作成作

業とが分けられており，更に既存不適格である規定を除く「不適合」と判定された項目がある場

合は，所管の特定行政庁に相談等を行う旨が示されていた。 

既存建築物の調査を進めるにあたり，既存建築物の取扱いに精通した第三者が判定を行う旧ガ

イドラインの調査手法についても参考になることから，以降解説を行う。

図 4.10 ガイドライン調査と関係者 

既存建築物の取扱いに精 
通した第三者 

４．３．３ 特定行政庁等との調整【旧ガイドラインでの取扱い】 

ガイドライン調査後の，特定行政庁への是正対応の相談・報告又は建築確認申請の段階になっ

て，そもそもの調査内容についての指摘を受け，手戻りが生じることがないようにガイドライン

調査の実施前に特定行政庁や指定確認検査機関と調査内容について十分な調整を行う。 

（１）検査済証のない建築物の取扱い 

検査済証の交付を受けるべき建築物が，検査済証の交付を受けていない場合，手続き規定に関

して違反とされる。そのため，増築などの確認申請を行う場合には，検証済証のない建築物に対

する調査方法の指定（ガイドライン調査によるか，など）や，確認申請の申請先の指定があるか，

また，調査の結果「不適合」となった場合の取扱いについて，調査前にあらかじめ特定行政庁に

相談する。 

（２）調査の対象範囲について

除却することが決定している建築物やその部分，また改修により現行規定に全て適合させる予

定の建築物又はその部分などは，現在の法的状況を調べても実体が無くなってしまうため，調査

することの実益はあまり見込めない。このような場合に，あらかじめ特定行政庁及び指定確認検

査機関と調整したうえで，合理的な理由をもって調査対象範囲を限定することができれば，効率

的に進めることができる。 

表 4.22 調査の対象範囲に関する特定行政庁及び指定確認検査機関への確認項目（参考例）

確認項目 確認内容

現行規定に適合するよう

改修する部分について

ガイドライン調査後に現行規定へ適合させる予定の部分については，

建築確認時に現行規定へ適合することを確認することとして，調査の対

象範囲を，それ以外の部分に限定することの可否

除却建築物又は部分に

ついて

調査の対象範囲を，建築確認の前に除却される部分以外の部分に限定

することの可否 

建築確認時に明示された

検査済証のない建築物に

ついて

調査の対象範囲を，直近の建築確認図書に明示されている建築物以外

の検査済証のない建築物に限定することの可否
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４．３．２ 新ガイドラインと旧ガイドライン 

本章の「4.2 調査方法・手順」では，依頼を受けた建築士が，既存図書の収集から報告書作成ま

でを一貫して行う手順の一例を示している。 

新ガイドラインでは建築士が一貫して調査を行い，その結果既存不適格である規定を除く「不

適合」の判定となった規定及び「不明」となった箇所については，現行の建築基準法令の規定に

適合させる旨が示されている。 

新ガイドラインに則り増築等の計画を進めれば，検査済証がない場合や直近の工事の着手時が

特定できない場合であっても，計画全体を現行の建築基準法令の規定に適合させることで新たな

確認申請・検査を行うことが可能となる。（令和６年 12 月６日国住指第 318 号 既存建築物の確

認審査等の円滑な運用について（技術的助言）） 

これに対し，旧ガイドラインでは依頼者（委任を受けた建築士を含む）による作業と，調査者

（依頼者の用意した調査資料を基に判定を行う者）である指定確認検査機関による報告書作成作

業とが分けられており，更に既存不適格である規定を除く「不適合」と判定された項目がある場

合は，所管の特定行政庁に相談等を行う旨が示されていた。 

既存建築物の調査を進めるにあたり，既存建築物の取扱いに精通した第三者が判定を行う旧ガ

イドラインの調査手法についても参考になることから，以降解説を行う。 

図 4.10 ガイドライン調査と関係者 

既存建築物の取扱いに精
通した第三者

４．３．３ 特定行政庁等との調整【旧ガイドラインでの取扱い】 

ガイドライン調査後の，特定行政庁への是正対応の相談・報告又は建築確認申請の段階になっ

て，そもそもの調査内容についての指摘を受け，手戻りが生じることがないようにガイドライン

調査の実施前に特定行政庁や指定確認検査機関と調査内容について十分な調整を行う。 

（１）検査済証のない建築物の取扱い

検査済証の交付を受けるべき建築物が，検査済証の交付を受けていない場合，手続き規定に関

して違反とされる。そのため，増築などの確認申請を行う場合には，検証済証のない建築物に対

する調査方法の指定（ガイドライン調査によるか，など）や，確認申請の申請先の指定があるか，

また，調査の結果「不適合」となった場合の取扱いについて，調査前にあらかじめ特定行政庁に

相談する。 

（２）調査の対象範囲について

除却することが決定している建築物やその部分，また改修により現行規定に全て適合させる予

定の建築物又はその部分などは，現在の法的状況を調べても実体が無くなってしまうため，調査

することの実益はあまり見込めない。このような場合に，あらかじめ特定行政庁及び指定確認検

査機関と調整したうえで，合理的な理由をもって調査対象範囲を限定することができれば，効率

的に進めることができる。 

表 4.22 調査の対象範囲に関する特定行政庁及び指定確認検査機関への確認項目（参考例） 

確認項目 確認内容 

現行規定に適合するよう

改修する部分について 

ガイドライン調査後に現行規定へ適合させる予定の部分については，

建築確認時に現行規定へ適合することを確認することとして，調査の対

象範囲を，それ以外の部分に限定することの可否 

除却建築物又は部分に 

ついて 

調査の対象範囲を，建築確認の前に除却される部分以外の部分に限定

することの可否 

建築確認時に明示された

検査済証のない建築物に

ついて 

調査の対象範囲を，直近の建築確認図書に明示されている建築物以外

の検査済証のない建築物に限定することの可否 
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（３）構造に係る照合調査・構造計算等の確認方法について

構造図と現況との照合調査については，仕上げによる躯体の隠蔽状況などにより，調査出来る

箇所が限られ，全数調査することは困難と考えられる。そのため，調査箇所や数量は抽出した数

量とならざるを得ない。構造図が現存しない場合は，構造図復元のため，全数調査相当の数量が

想定される。 

調査箇所を抽出する際は，構造的にバランスよく分散させるなどの配慮を行い，構造上重要な

部材かどうかも考慮して調査箇所を検討する。 

調査計画書は，本書の「表 4.15：構造耐力規定に関する主な照合項目（RC 造）」，「表 4.16：構

造耐力規定に関する主な照合項目（S造）」の内容・数量などを参考に，構造図に調査箇所をプロ

ットするなどして作成する。 

以上を踏まえて，実施可能な調査計画案を作成し，特定行政庁及び指定確認検査機関の合意を

経て，調査を実施することが望ましい。また，現況の構造安全性の検討について，採用すべき基

準（建築基準法の構造計算又は耐震診断基準）も特定行政庁及び指定確認検査機関に確認する。 

表 4.23 構造に関する特定行政庁及び指定確認検査機関への確認項目（参考例） 

確認項目 確認内容

構造に関する照合調査の

内容・数量等

構造図と現地との照合調査の内容や数量について，指定があるか。 

杭・基礎の照合調査 杭及び基礎について，不同沈下の計測により経年による沈下がないこ

とが確認できた場合には，杭及び基礎がおおよそ適切に施工されたであ

ろうと推認してよいか。

構造計算書がない場合の

法適合性の判断 

構造計算書がない場合に，確認申請に添付された構造図と現況とが整

合していることが確認できた場合には，計算書を復元せずとも構造計算

に係る基準に適合するものと推認してよいか。

計算による安全性の検討

方法 

構造計算書等の復元を行う場合，既存部分の安全性の検討方法は，い

ずれの計算方法とすべきか。 

①建築当時の基準又は現行基準による構造計算書

②建築士による耐震診断

③評定を受けた耐震診断

耐震診断により安全性の

検討を行う場合 

耐震診断は，以下の場合に活用されることが予想される。

①構造分離増築における既存部分の安全性の検討

②1/20 以下かつ 50 ㎡以下の増築における「危険性が増大しない」

ことの検討

③用途変更において積載荷重が増加する場合の安全性の検討

しかし，耐震診断は地震力以外の荷重又は外力や屋根ふき材等に対す

る検討ではないこと，また，耐震診断基準による耐震性能と，建築基準

法上の構造耐力の適合性とは必ずしも同一ではないことについて，特定

行政庁としての見解を確認。 

耐震診断による場合の判

定について

耐震診断は，地震力以外の荷重又は外力や屋根ふき材等に対する検討

ではないこと，耐震診断基準による耐震性能の確保と建築基準法上の構

造耐力に係る確認とは必ずしも同一ではない。以上を踏まえ耐震診断の

結果により，建築基準法の構造耐力に関する判定が可能か確認する。 

また，構造耐震指標(Is 値)が 0.6 未満の場合，大地震時の構造安全性

の検討に対する判定は「不適合」又は「既存不適格」のいずれとなるか

確認する。 

構造耐震指標 

Is 値＜0.6 

⇒S56 新耐震前の建築物 ⇒「既存不適格」か

⇒S56 新耐震以降の建築物 ⇒「不適合」か

（４）復元図書について

不整合が判明した場合に作成する復元図書について，当該図書に明示する情報を調査者である

指定確認検査機関に確認する。明示する法的情報は，建築当時の基準又は現行の基準のいずれと

すべきかも確認する。 

４．３．４ 依頼者等による必要図書の準備【旧ガイドラインでの取扱い】 

国土交通省ガイドラインの手順を基に，依頼者等は，建築時の図書を集め，それらの図書と現

地を照合のうえ，相違がある場合には現況を反映させた復元図書（「４．２．５ 復元図書の作成」

参照）を作成し，既存図書と共に，調査者である指定確認検査機関に提出する。 

作業に当たっては，本章４．２．１から４．２．５までの手順も参考になる。 

４．３．５ 調査者による調査【旧ガイドラインでの取扱い】 

調査者による調査は，提出図書を用いて建築当時の建築基準法等への適合状況を調査する「図

上調査」と，提出図書と現地を照合する「現地調査」に分かれる。これらの作業は，建築確認時の

審査・検査の作業に近い。 

（１）図上調査

調査者による図上調査では，確認済証に添付された図書（増改築等や，用途変更がされている

場合は，直近の建築確認に添付された図書）や，定期報告書，工事監理報告書，現況に即して復

元した復元図書などに基づき調査が行われる。 

確認済証に添付された図書においては，その記載内容の範囲において，当時の基準に適合して

いると判断することができる。しかし，竣工図や現況図を基に調査を行う場合には，建築当時の

基準に対する法適合状況の調査が必要とされる。 

提出図書の情報だけでは法適合状況が判断できない場合には，調査者から依頼者等に対し，追

加図書の提出を求められる。求められた追加図書の提出が出来ない場合には，判定が「不明」と

なる場合もあり得る。 

（２）現地調査

図上調査がある程度進んだ後に，調査者による現地調査が行われる。現地調査は，図上調査を

行った図書と現地とを，立入り可能な場所を歩行等の移動できる範囲において，目視，計測，動

作確認により，照合することで行われる。図上調査を行った図書と現地の状況が異なることが判

明した場合には，調査者から依頼者等に対して，復元図書の作成が求められる。また，躯体に著

しい劣化や，損傷がないか等の劣化状況の調査も行われる。 
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（３）報告書の作成

現地調査後，指定確認検査機関により，建築物の諸元，提出図書や現地調査で確認できた範囲，

調査の方法等の概要及び建築基準法又は関係法令への適合状況を判定した報告書が取りまとめら

れ，依頼者等に提出される。 

４．３．６ 不適合事項に対する対応【旧ガイドラインでの取扱い】 

 ガイドライン調査の結果，指定確認検査機関が建築基準法に適合していないと判断した場合に

は「不適合」として報告される。国土交通省ガイドラインでは，「不適合」と「違反」とを明確

に区別している。厳密に「違反」と判断する権限を指定確認検査機関は有しておらず，特定行政

庁のみがその権限を有する。したがって「不適合」とされた項目については，特定行政庁に相談

し，是正等の対応について確認を行う必要がある。是正の要否，是正により満たすべき基準，是

正の方法，是正の範囲，是正の時期，必要な手続きなどについて確認を行う。 

国土交通省ガイドラインより一部抜粋（国土交通省ガイドライン p14） 

（2）法適合状況調査結果

調査結果は（略）個別の調査結果について，その適合状況（例：適合・既存不適格・不適

合・不明の別など）を記載し（略） 

（3）不適合事項があった場合の対応

（略）法令に適合するよう改修に努めるとともに，対応にあたっては特定行政庁へ相談する必

要がある。（建築物の違反事実の確定，違反是正の指導等は特定行政庁の権限である。） 

図 4.11 不適合と違反の違い 

  調査結果が「不明」となった事項については，依頼者の意向や，物理的な制約等により確認す

ることができなかった場合，経緯不明により判定することができなかった場合，法令解釈により

明確に判定を下せなかった場合などが考えられる。いずれの場合にせよ，「不適合」の可能性を

含むため，特定行政庁と相談をしたうえで対応を決めることが望ましい。 

表 4.24 「不適合」の場合における特定行政庁への確認事項の例

確認項目 確認内容

是正項目の確認 ・是正項目の特定

是正の範囲 ・是正が必要な部分の確認

・改修計画により適法化される部分でも事前に是正が必要か

是正の時期 是正の時期の確認

①直ちに是正

②確認申請の受付までに是正 

③確認済証交付後の増築等の改修工事と併せて是正

是正する基準 ・是正する基準は，現行規定又は建築当時の規定のいずれか

(建築当時の基準とする場合，次の増築等の改修の際，遡及の要否の確認が必要

になる。） 

是正に関する

手続き

・是正工事が，増築，改築，大規模の修繕・大規模の模様替に当たる場合に，建築

確認が必要か

・法第 12 条第 5項に基づく報告を特定行政庁に提出する必要があるか

是正工事完了

の確認

・特定行政庁への工事完了の報告は必要か 

・特定行政庁の現地確認があるか

・是正工事を増築等の工事と併せて行う場合，指定確認検査機関が完了検査と共に

是正確認を行うことは可能か。
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第４章 調査方法

【【ココララムム５５】】鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト造造建建築築物物のの構構造造体体のの耐耐用用年年数数評評価価・・耐耐震震診診断断

既存建築物の活用には，実際の構造体の健全性や耐震性の観点から，今後どれだけの期間使用

することができるのか，また，改修に係る投資と回収が経済的に見合うか，といった検討も必要

になる。そのため，既存ストック活用では，法適合状況の把握だけでなく，構造体の耐用年数評

価の推定，耐震診断などを併行して実施し，複合的に事業継続の検討をすることが重要である。 

① 構造体の耐用年数 

既存鉄筋コンクリート造建築物において，構造体の耐用年数（構造体の健全性が保持される期

間）とは，塩害や凍害等いくつかの劣化要因はあるものの，一般的な環境下における建築物では

時間の経過とともに進行するコンクリートの中性化が支配的であると考えられている。建築時に

アルカリ性であったコンクリートは，二酸化炭素に曝されることにより中性化が進行するが，中

性化が鉄筋に到達し，充分な水分が供給されると腐食がはじまる。鉄筋の腐食が進行すると，鉄

筋は膨張し，コンクリートにひび割れを生じさせ，構造耐力を低減させてしまう。 

耐用年数の推定は，コア供試体から実測された中性化深さから，仕上材や環境条件を考慮しな

がらコンクリートの中性化速度係数を求める必要があり，工学的な専門的知見が求められる。な

お，日本建築センターでは，2019 年より耐用年数評価を実施している。 

② 耐震診断 

平成 7年に起きた阪神・淡路大震災では，新耐震設計法が施行された昭和 56 年以前の旧基準

（旧耐震）の建築物に甚大な被害が発生し，多数の犠牲者を出した。旧耐震基準は，中規模地震

（震度 5強程度）に対し，構造体に被害が生じないことを目標にしていたため，新耐震基準が担

う極めてまれに発生する大規模地震（震度 6強～７程度）に対する人命確保を目標とした倒壊防

止については検討されていなかった。そのため旧耐震基準で設計された建築物については，耐震

診断により大地震時の耐震性能を確認し，必要に応じ耐震改修工事の実施の検討が必要になる。 

表表 44..2255 法法適適合合状状況況調調査査・・耐耐用用年年数数推推定定・・耐耐震震診診断断をを併併行行ししてて進進めめるる調調査査ススキキーームムのの例例

注）耐震診断結果を用いて、法適合状況調査（ガイドライン調査）における構造確認を行う場合には、特定行政庁への確認が必要
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第５章 改修計画 

表 5.4 大規模の修繕・大規模の模様替における政令で定める範囲 

制限の緩和の対象となる規定 
(※1)令和 6年 4月 1日改正により新設された制限の緩和の対象規定 

(※2)令和 6年 4月 1日改正により合理化が行われた制限の緩和の対象規定

政令で定める範囲 

法 20 条(構造耐力) 令 137 条の 12、1項 

法 26 条(防火壁等) (※2) 令 137 条の 12、2項 

法 27 条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物) (※2) 

法 28 条の 2第 1号、2号 

(石綿の飛散に対する衛生上の措置) (※2) 

令 137 条の 12、3項 

法 30 条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 令 137 条の 12、2項 

法 34 条 2項(非常用の昇降機) 

法 35 条（階段等に関する技術的基準）
(※1)

令 5 章 2節（廊下、避難階段及び出入口） 令 137 条の 12、4項 

令 5章 3節（排煙設備） 

法 35 条（敷地内の避難上及び消火上必

要な通路に関する技術的基準）(※1) 

令 5 章 6節（敷地内の避難上及び消火上必

要な通路等） 

法 36 条 

（防火壁等に関する技術的基準）(※1) 

令 112 条（防火区画(特定竪穴基準除く)） 令 137 条の 12、5項 

令 114 条（界壁、間仕切壁及び隔壁） 

法 43 条 1項（敷地等と道路との関係）(※1) 令 137 条の 12、6項 

法 44 条 1項（道路内の建築制限）(※1) 令 137 条の 12、7項 

法 47 条(壁面線による建築制限) 令 137 条の 12、2項 

法 48 条 1項～14 項(用途地域等) 令 137 条の 12、8項 

法 51 条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 令 137 条の 12、2項 

法 52 条 1項、2項、7項(容積率） 

法 53 条 1項、2項(建蔽率) 

法 54 条 1 項(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 

法 55 条 1 項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 

法 56 条 1 項(建築物の各部分の高さ) 

法 56 条の 2第 1項(日影による中高層の建築物の高さの制限) 

法 57 条の 4第 1項(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 

法 57 条の 5第 1項(高層住居誘導地区内の建蔽率の最高限度) 

法 58 条 1 項(高度地区) 

法 59 条 1 項(高度利用地区内の容積率、建蔽率及び建築面積の限度) 

法 59 条 2 項(高度利用地区内の壁面位置の制限) 

法 60 条 1 項(特定街区内の容積率及び高さの限度) 

法 60 条 2 項(特定街区内の壁面位置の制限) 

法 60 条の 2第１項(都市再生特別地区内の容積率、建蔽率及び建築面積の限度) 

法 60 条の 2 第 1 項、2 項(都市再生特別地区内の容積率、建蔽率、建築面積、高さの

制限) 

法 60 条の 2 の 2 第 1 項～3 項(居住環境向上用途誘導地区内の建蔽率の最高限度、壁

面位置の制限、高さの最高限度) 

法 60 条の 3第１項 

(特定用途誘導地区内の容積率、建築面積の最低限度) 

法 60 条の 3第 2項 

(特定用途誘導地区内の高さの最高限度) 

法 61 条(防火地域内の建築物)  (※2) 令 137 条の 12、9項 

法 61 条(準防火地域内の建築物)  (※2) 令 137 条の 12、9項 

法 67 条 1項(特定防災街区整備地区) 令 137 条の 12、2項 

法 67 条 5 項～7 項(特定防災街区整備地区内の壁面位置の制限、間口率及び高さの最

低限度等) 

令 137 条の 12、2項 

法 68 条 1項、2項(景観地区内の高さの限度、壁面位置の制限) 

第５章 改修計画 

（６）用途の変更

用途変更 

ある用途に供する建築物を他の用途に変更する行為のこと。 

(出典：「2022 年度版 建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」、建築行政情報センター) 

単に用途を変更する場合は，建築工事を伴わないため，工事の機会を捉えて現行法の適用をさ

せる法第 3 条第 3 項第三号・第四号の対象には当たらない。しかし，用途変更に対しても，現行

法の適用が必要とされる規定については，現行法の準用（適用）が法第 87 条に規定されている。

用途変更に併せて増築，改築，大規模の修繕，大規模の模様替の工事を伴う場合には，これら

の工事による現行法の適用の要否を用途変更とは別に考える必要がある。 

現在の用途地域規制に適合する建築物の場合，用途の変更後においても，現行の用途規制に適

合しなければならない。建築行為がなくとも，原動機の出力，機械の台数，工場の作業場の床面

積増加により，不適合になること等がないよう計画する。（法第 87 条第 2項）。 

既存不適格となっている規定が，同条第 3 項に規定されている準用規定であっても，類似の用

途（令第 137 条の 19 第 1 項）であれば適用されない。また用途地域に既存不適格である場合，

政令で定める範囲（令第 137 条の 19 第 2 項）であれば遡及されない。 

さらに，用途変更においても，部分適用制度が準用されている（法第 87 条第 4項）。 

用途変更については，「技術的助言 平成 28 年 3 月 31 日国住指第 4718 号」【資料１】及び「技

術的助言 令和 6 年 3 月 29 日 国住指第 434 号，国住街第 160 号」【資料 2】に詳しく解説されて

いるので，参考にしていただきたい。 
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